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大阪府公立学校教員採用選考テスト 第 3次選考 面接テスト 

日時：9月 18 日（土）8：50 
9 月 19 日（日）8：50 

場所：大阪府庁別館 

9 月 18 日 9 月 19 日 
責任者 奥野課 補佐 奥野課 補佐 
A 計時&入口待機 橋爪主任指導主事 辻野主任指導主事 
B 誘導 片田主事 植村主事 
C 監督員 今 主査 森主事 
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時刻 対応 担当 
8：30 

8：50 

1. 集合教室へ案内 
・ 別館入口で受験者と待ち合わせた時間に下り、６階教職員
室会議室に案内する。（全員を集合教室まで案内する。） 

 ▼待ち合わせ場所：大阪府庁別館入口前 

(待機) 
A 
(案内) 
B 

8：50 2. 集合教室内 
 ・ 受験者に受験番号を確認し、面接順に合わせて着席する座席
を指示する。 

 ・ 写真票により、本人確認を行う。 

C 

8：55 3. 謝罪及び説明 
・ 当日責任者より、謝罪及び報道発表予定であること、今回、不
足した面接員１名分の評価を行うため、面接テストの再実施
を行うことを説明する。 

4. 説明 
□ ただいまから、面接テストに関する説明を行います。

□ 会場内は、携帯電話やタブレット端末などの電子・通
信機器や録画・録音機器など、テストでの携行を指定
していない機器の使用は禁止です。 

□ お持ちの方は、電源を切りカバンの中などにしまって
ください。 

□ 電源を切っていない場合、アラームが鳴った場合など
は、不正として失格、退場していただく場合がありま
すので、注意してください。 

□ 電源を切っているか今確認してください。 
□ テスト終了後、会場を出られるまで、電源を切ったま
まにしてください。 

□ なお、携帯電話や電子・通信機器は面接室には持ち込
めませんのでご注意ください。 

□ 試験中も含め、常時マスクを着用してください。 
※を繰り返す。 
□ これから、模擬授業に関する諸注意を行います。 

□ 模擬授業の時間は、面接室に入室してから４分３０秒間で
す。 
□ 面接室に入室したら、すぐに「受験番号」「氏名」「実施す
る模擬授業の校種、教科、科目」の３点を告げて、模擬授
業を始めてください。 

□ なお、授業を４分３０秒でまとめる必要はありません。 
□ 時間になれば途中で終了を指示します。 

責任者 

C 

※ 
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時刻 対応 担当 

□ 模擬授業は、ＨＰに掲載している｢面接（模擬授業）実施案
内｣に記載の「模擬授業の内容」で行ってください。 

□ テーマと直接関係のない導入は不要です。 
□ 途中の「展開」部分や「まとめ」部分、「導入」部分の途中
から授業を始めていただいても構いません。 

□ 毎年、テーマ違いをされる受験者がおられます。与えられ
た「模擬授業の内容」と異なる内容で授業をした場合、評
価できませんので注意してください。 

□ 必ず、受験票に記載されたご自身の出願校種・教科で指定
されたテーマの内容で行ってください。 

□ 面接室にはホワイトボードが設置されていますので、ご自
由にお使いください。 

□ 模擬授業の進行上、ホワイトボードに書くにあたって図や
  など時間を要するものに関しては、ホワイトボードに
書いてあるものとして行うことができます。 

□ 面接員との授業のやり取りは一切できませんが、面接員を
児童生徒と想定して授業してください。ただし面接員に近
づきすぎないでください。 

□ なお、授業を行うに当たっては、「模擬授業メモ」（Ａ４サ
イズ１枚）を見ながら行っても構いません。 

□ 面接室へは「模擬授業メモ」と「貴重品」のみ持ち込み可
能です。その他の荷物はこの集合室へ置いて行ってくださ
い。 

□ なお、携帯電話や電子・通信機器は面接室には持ち込めま
せんのでご注意ください。 

□ 模擬授業が終了したら、面接員の指示に従いホワイトボー
ドを消し、そのまま個人面接に移ってください。 

□ 個人面接が終了したら、速やかにこの部屋に戻り終了報告
をしてください。 

□ なお、面接室への移動時間も含めてテストですので、面接
室への移動途中でトイレなどに立ち寄らないでください。 

□ では、各面接室の１番目の方は、係員の誘導で、面接室前
へ移動してください。 

□ 「模擬授業メモ」「貴重品」以外の荷物は席に置いて移動し
てください。 
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時刻 対応 担当 
□ このあとの時間についてご案内します。 
□ ２番目の方は 9：20 頃 (、３番目の方は 9：50 頃 、４番
目の方は 10：10頃 、５番目の方は 10：30頃 ) 
にご案内予定です。 

□全ての方を係員が誘導します。 
□ 面接室は同じ階にありますが、面接室前まで確認に行くこ
とはしないでください。 

□ 面接室へ移動するまでの間は、この部屋で静かに待機して
ください。待機中は、本を読んだり飲み物を飲んだり、ト
イレに行くなどして頂いて構いませんが、冒頭申し上げた
とおり電子・通信機器や録画・録音機器の使用はできませ
んのでご注意ください。 

9：10 5. 面接室へ 
 ・ 面接室への移動を指示する。 
・ 担当者が、委員会議室までの案内を行う。 
（府庁別館内の防犯上、全員案内する。） 

 ・ 担当者は、６階の廊下に控えておき、受験者がトイレに行く
際や、面接室から集合教室に戻る際に、誤って執務室等に入室
しないように案内を行う。 

C 
B 

B 

6. 終了報告 
 ・ 受験者から終了報告を受け、廊下に控えている担当者に案内
を指示する。（担当者が、面接室への案内等に出ている場合は、
受験者にしばらく待機するよう指示する。） 

 ・ 受験者を別館外まで案内する。 

C 

B 
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